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　大化の改新後、日本は中央集権国家の成立に
向かって本格的に動き出しました。国内のすべ
ての地域に対して支配を及ぼすために様々な役
所を配置しました。中国の行政区分にならい、
全国を五畿七道に分けて、各地に国を造り、そ
の下に郡（評）を置いて中央集権国家の基礎を造
り上げました。

　東山道の区域に区分された上野国は現在の群
馬県にあたり、現在の太田市の西部を中心とし
た地域は「新田郡」となりました。当時、郡を
治めていたのは「郡家」という役所（今の市役所
に相当）でした。701年に制定された「大宝律令」
によって、このような国家がほぼ完成しました。

　新田郡家の発掘調査は、平成19年、宅地の
分譲計画をきっかけとして開始されました。発
掘調査を進めるにつれ、大きな柱穴が並んでい
き、長さ50ｍもある長大な建物が東西南北に
配置されていたことがわかりました。地権者の
方々のご協力により、これらの建物跡が保存さ
れることになり、平成20年に「上野国新田郡

庁跡」という名称で国史跡に指定されることと
なりました。
　その後、平成20年にこの西部で発掘調査が
行われ、郡家の正倉4棟などが確認されました。
この場所は平成27年に追加指定され、「上野
国新田郡家跡」と名称変更されました。現在の
指定面積は27,783.56㎡です。
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※表紙の写真は郡庁跡（平成19年南上空から撮影）
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郡家（ぐうけ）とは
郡　家　の　施　設

郡　庁
（ぐんちょう）

正　倉（しょうそう）

館（たち）

厨家（くりや）

お米や特産物は、当時
の貴重な財源でした

＜用語ワンポイント＞
郡家（ぐうけ）
郡に置かれた役所。「上野国交替実録帳」により、郡家は
４つの施設などで構成されていたことがわかっています。

「郡庁」（ぐんちょう）
郡
ぐん

司
じ

（郡を治める地方官）が儀
ぎ

式
しき

や政
せい

務
む

を行うところ

「正倉」（しょうそう）
租
そ

税
ぜい

として納められた米を保
ほ

管
かん

する倉庫群

「館」（たち）
役人の宿

しゅくはくしせつ

泊施設

「厨家」（くりや）
郡家全体の食事を供給する施設

新田郡家

新田郡家の景観

新田郡家
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３　推定東山道駅路（下新田ルート )

５　入谷遺跡の礎石建物跡

２　推定東山道駅路（牛堀・矢ノ原ルート）

６　寺井廃寺の軒丸瓦４　境ヶ谷戸遺跡の唐三彩陶枕

新田郡家跡の周辺　　　　　　　　　　　　　　　
　遺跡の周辺では、奈良～平安時代の重要な遺跡が数多く発見されています。
遺跡の南方では、東山道駅路と推定される３本の道路（牛堀・矢ノ原ルート、
下新田ルート、武蔵路）が発見されています。これらの道路は、いずれも幅
10ｍを超す大きな道路です。遺跡の東方では、群馬県でも最も古い寺院の
一つである寺井廃寺があることがわかっています。西方では、瓦葺の礎石建
物跡が発見された入谷遺跡、唐三彩が出土した境ヶ谷戸遺跡などがあり、こ
の地域が上野国でも重要な地域であったことがわかっています。
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上野国新田郡家跡と周辺の遺跡
１上野国新田郡家跡　２推定東山道駅路（牛堀・矢ノ原ルート）　３推定東山道駅路（下新田ルート）　４境ヶ谷戸遺跡　５入谷遺跡　６寺井廃寺
７推定武蔵路　８笠松遺跡　９二ツ山古墳　10鶴山古墳　11亀山古墳　12松尾神社古墳　13生品神社境内
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日本最大の郡庁

新田郡家の郡庁跡

一般的な郡庁跡

「上
こうずけの

野国
くにこう

交替
たい

実
じつろくちょう

録帳」に書かれていた新田郡家の建物
　新田郡は「正倉」「郡庁」「館」「厨家」の建物が無くなっていたことが書かれています。郡庁
は、「東□屋壹宇　西長屋壹宇　南長屋壹宇　□□屋壹宇」と書かれています（□は読み取れ
ない部分）。これらの記述は「東長屋壹宇　西長屋壹宇　南長屋壹宇　北長屋壹宇」と考えら
れ、発掘調査で確認された建物がこれらに相当すると推定されます。
※「上野国交替実録帳」　�長元3年（1030）、上野国司の交替に際して作成された引継書の下書きで、「九条家本延喜式（国宝）」の

裏側に上野国の郡家の無くなっていた建物が書かれています。

　新田郡家の郡庁は、建物の長さが 50ｍも
あり、東西南北の大きさは約 90ｍにもおよ
びます。これに対して、一般的な郡庁はおよ
そ 50ｍ四方の大きさです。
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①北西コーナー（南から撮影）

②南限の溝と下新田ルート（東から撮影）

上野国新田郡家跡全体図

正倉院域北西部

西限の溝

北限の溝

南限の溝
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上野国新田郡家跡の全体像
　新田郡家は、これまでの確認調査によって、最盛期には東西約400ｍ、南北約300ｍの台形に溝が巡ら
されていることが明らかになりました。この内部には郡庁が配置され、郡庁の東、北、西側には正倉が配
置されていました。このうち郡庁跡を中心とした部分が平成20年に「上野国新田郡庁跡」として指定され、
平成27年に正倉院域北西部が追加指定されました。その際に「上野国新田郡家跡」と名称が変更されました。

指定日 指定面積
当初指定 平成20年7月28日 20,736.37㎡
追加指定 平成27年10月7日 7,047.19㎡

合　　計 27,783.56㎡

③東限の溝（南から撮影）

④南限の溝（東から撮影　中世以降に掘り直されている）

東限の溝

郡庁跡

▢…史跡指定地
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写真　見くらべてみよう　図面発見された新田郡庁

郡庁跡（平成19年上空より撮影）
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建物配置図
長大な建物跡

写真　見くらべてみよう　図面

SB1440 溝

石敷き
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図21　郡庁域遺構平面図

　郡庁は、ほとんど同じ位置に建て替えられていました。当初は一
辺約90ｍの規模で、東西南北に長屋建物が配置され、これらに囲
まれたほぼ中央に正殿などの建物が造られています。最終段階にな
ると、長屋建物がなくなり、一辺約50～ 60ｍの規模に縮小され
ます。

0
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西側の長屋建物跡

西側の建物跡
　掘立柱建物SB500A・Bの後、掘立柱建物
SB600A・Bに建て替えられたことがわかっ
ています。SB500A・Bは、桁行17間、梁
行２間の南北棟で、51×4.8ｍの長大な建
物跡です。SB600A・Bは桁行16間×梁行
２間の南北棟で、48×5.4ｍの長大な建物
です。SB500A・Bの西側の延長線上には
１本柱塀があり、北側のSB1000A・Bとつ
ながっていることがわかっています。また、
SB600A・Bの南側にはSB370があります。

柱を乗せた石が確認された柱穴断面

北側から見た掘立柱建物 SB500A・B

上空から見た西側調査区（上が北）

掘立柱建物 SB500A・Bの全景（南から撮影）
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東側の長屋建物跡

東側の建物跡
　掘立柱建物SB700A・B・C・Dは桁行16
間、梁行２間の南北棟で、48×5.4ｍの長
大な建物です。ほぼ同じ場所に建て替えられ
ています。掘立柱建物SB700A・Bの東側の
延長上には１本柱塀があり、北側の掘立柱建
物SB1000A・Bとつながることがわかって
います。

北側から見た掘立柱建物 SB700A・B・C・D（手前右には石敷きが見られます）

上空から見た掘立柱建物 SB700A・B・C・D（上が北）

柱穴の調査風景
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南側の長屋建物跡

北側の長屋建物跡

東上空から見た北側の建物跡

確認した時の掘立柱建物 SB900A・B（西から撮影、白線は柱の並びを示す）

現地説明会の様子

掘立柱建物 SB1000A・B、SB1010A・B全景（東から撮影）

南側の建物跡
　掘立柱建物SB900A・Bは、桁行15
間以上、梁行２間の長大な建物跡です。
西側が壊されているため、全体をつかむ
ことはできませんでしたが、東西45ｍ
以上、南北5.4ｍの建物跡です。

北側の建物跡
　掘立柱建物SB1000A・B、SB1010A・Bは、桁行
17間、梁行２間の東西棟の建物跡で、SB1000A・
Bが古く、SB1010A・Bが新しいことがわかって
います。SB1000A・Bの北側の延長上には１本柱
塀があり、掘立柱建物SB500A・B、掘立柱建物
SB700A・Bとつながることがわかっています。ま
た、これらの掘立柱建物の後には礎石建物SB280
や礎石建物SB290が造られています。



13

正殿・前殿

礎石建物 SB200・300の柱の配置（北西より、白線の中が建物の基礎）

出土した礎石

正殿 SB200・300と前殿 SB400（南上空から撮影、手前の一段低くなっている所が前殿、後方の缶が正殿の位置）

総地業と壺地業の断面

正殿（掘立柱建物SB100・礎石建物SB200・300）
　東西南北の長屋建物に囲まれたほぼ中央に正
殿と前殿が建てられています。正殿は、ほぼ同
じ位置で、掘立柱建物、総地業の礎石建物、壺
地業の礎石建物と建て替えられています。掘立
柱建物SB100は５×３間（13.5×6.3ｍ）の東
西棟と推定されます。礎石建物SB200・300
は５×３間（15.0×7.2ｍ）の建物と推定されま
す。総地業の建物は弘仁９年（818）と推定され
る地震で倒壊し、この後、壺地業の建物に建て
替えられたと考えられます。石を落とし込む坑
の中から凝灰岩の礎石も出土しています。

前殿（掘立柱建物SB400）
　正殿のすぐ南にあります。９×２間（桁行
16.8ｍ、梁行4.2ｍ）の東西棟です。柱穴の配
置から、中央部が馬道という通路になっていた
と考えられます。
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確認された石敷き SS600（北から撮影）

石敷き どこまで広がっているのか？
なぜ石敷きをしたのか？

石敷き
　正殿の北東部と南部を中心とした広い範囲
で石敷きが行われていることがわかりまし
た。これらは、１・２段階に行われたと考え
られます。部分的にしか確認していませんが、
郡庁の多くの部分が石敷きされていたと考え
られます。郡庁の南部では、通路状に石が並
べられていた部分もありました。
　これらの石敷きが行われた理由は明らかで
はありませんが、儀式などを行うために内部
を荘厳化した可能性があります。石敷きが確
認された郡庁は、ほかには泉官衙遺跡（福島
県南相馬市）しかありません。

郡庁南部の石敷き SS800（北から撮影）
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正倉院域北西部

正倉院域北西部（平成20年上空より撮影）

正倉院域北西部
　上野国新田郡家跡とこの周辺の発掘調査では、郡庁跡の東部、北部、西部で、正倉（米を蓄えた倉）跡が多く
確認されています。これらの内、平成20年度に調査した正倉院域北西部では、礎石建物の正倉４棟（礎石建
物SB510・530・540・560）などが確認されています。礎石建物の内、SB510と540、SB530と560は南
北方向に棟をそろえて建てられていました。
　礎石建物のほかには掘立柱建物７棟、竪穴建物13軒、溝８条などが確認されています。正倉院域北西部は、
平成27年に史跡に追加指定されています。

SB530

SB560
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正倉（しょうそう）

柱の立て方

総
そうばしらたてもの
柱建物 側

がわばしらたてもの
柱建物

根石調査風景

炭化米

礎石下部の根石

総地業と壺地業断面

礎石建物SB530　　５×３間（桁行10.5ｍ、梁行7.2ｍ）の総
柱の礎石建物です。礎石を支えるための基礎は壺地業という、礎石
の下部だけを掘り下げる工法がとられています。壺地業の中には多
くの礫が入れられ、硬く叩きしめられています。

礎石建物SB560　　５×３間（桁行10.5ｍ、梁行7.2ｍ）の総
柱の礎石建物です。総地業と壺地業の基礎が確認されています。周
囲には雨落ち溝が巡っています。ここから多量の炭化米が出土して
いることから、この建物が火災にあったことがわかります。また、
スサ入りの粘土塊が出土していることから、建物が土壁か土屋根で
あったと推定することができます。

礎石建物 SB530（南から撮影）

礎石建物 SB560（南から撮影）

②総地業

③壺地業

①掘立柱

建物の基礎
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指定地以外の遺
い

構
こう

掘立柱建物SB860・870・880・890（西から撮影）
　４棟の掘立柱建物が建て替えられています。この内２棟は総柱建物で高床式の倉庫であることがわかっています。

礎石建物SB980（東から撮影）
　壺地業の基礎が造られています。建物の周りから炭化米が多量に
出土したことから、火事で焼けたことがわかります。

掘立柱建物SB960の柱穴、礎石建物SB1040の地業（南から撮影）
　掘立柱建物の後に総地業の建物を造ったことがわかりました。総地業は
黄色い土と黒い土が何層も突き固められ、非常に硬い基礎が造られています。

掘立柱建物SB890の柱穴断面（東から撮影）
　柱が切り取られた後に土が堆積しています。

礎石建物SB1020の地業断面（西から撮影）
　総地業の基礎の後に壺地業の基礎が造られています。
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発見された遺物

出土した円面硯の破片

円面硯（すずり）のイメージ図

上野国新田郡家跡出土遺物
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７世紀後半から９世紀にかけて作られた土器（１～６は円面硯、７～９は須恵器蓋（ふた）、10～ 13・15は須恵器
坏（つき）、14は須恵器壺、16～ 18は土師器坏
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郡庁の時期と移りかわり

※�遺構の解釈は、平成29年３月現在のものであり、今後の検討によって変更す
る可能性があります。

１・２期（７世紀末～８世紀第２四半期）
　東西南北に長軸50ｍ前後の長大な掘立柱建物
（長屋）が逆台形に配置されています。建物と建
物の間は掘立柱塀で連結されています。建物は
西長屋（SB500A・B）と南長屋SB900A・Bがほ
ぼ直角に配置され、東長屋SB700A・Bと北長屋
SB1000A・Bが直角に近く配置されています。郡
庁の規模は中心部で東西92ｍ、南北97ｍと極め
て大きく造られています。長屋のほぼ中央には掘立
柱建物の正殿SB1000が配置されています。正殿
の規模は５×３間と推定されます。なお、郡庁内の
多くの部分が石敷きされています。

３期（８世紀第３四半期頃）
　長屋が正方位に近い方位に建て替えられます。東、
北、西の三方向で長屋SB700C・1010A・600A
が検出されていますが、南側の長屋はまだ確認され
ていません。郡庁の規模は東西方向で88ｍありま
す。西側の長屋は２棟が南北方向に並んでいます。
正殿は総地業の礎石建物SB200に建て替えられま
す。正殿の南には前殿SB400Aが配置されます。

４期（８世紀第４四半期頃）
　東、北、西の長屋はほぼ同じ位置に建て替えられ
ます。郡庁の南側には、溝がコの字形に巡らされま
す。正殿、前殿は同じ場所に踏襲されます。

５期（９世紀第１四半期頃）
　東、北、西の長屋がなくなり、西長屋と東長屋
の南に掘立柱建物SB190・1200が配置されます。
正殿は同じ場所に踏襲されます。前殿が残っていた
かどうかは明らかではありません。正殿の北東部に
は総地業の建物SB270（倉庫）が建てられます。こ
の後、弘仁９年（818）に地震が起き、正殿が倒壊し
たと考えられます。

６期（９世紀第２～第４四半期）
　郡庁の規模が南北約58ｍ、東西約50ｍの方形
に縮小され、周囲には溝が巡らされます。正殿は壺
地業の礎石建物SB300に建て替えられます。郡庁
の北部には正倉が配置され、南東部には小規模な掘
立柱建物SB21・22・23が配置されます。
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新田郡庁推定復元図（飯塚　聡 氏作成）

正倉院域北西部（平成20年南上空から撮影）

平成29年３月作成

今後の調査・整備

おわりに

　上野国新田郡家跡は、これまでの調査によって、郡庁、正倉、外郭溝など、郡家を構成する多くの施設が
発見され、それぞれの施設がどのように建て替えられていたのかもわかってきました。
　私たちに与えられた課題は、史跡に指定された部分を貴重な遺産として将来に正しく伝え、市民が憩える
場として整備していくことで
す。整備が実現した後は、みな
さまのご意見をうかがいなが
ら、古代を体験できる場所とし
て、活用していく計画です。ま
た、周辺の確認調査を進め、ま
だ確認されていない館や厨家
などを発見し、新田郡家全体の
構造を明らかにすることも課
題として残されています。今後
とも、みなさまのご支援、ご協
力をお願いいたします。

　古代の郡の数に対して、発見されている郡家は全国的に見てもまだまだ少ないのが現状です。正倉は建て
られていた範囲が広く、炭化米が出土することから、郡家の中でも比較的発見されている遺跡が多いですが、
郡庁が発見された遺跡はあまり多くありません。また、新田郡家のように郡庁、正倉、外郭溝が発見された
遺跡は少なく、これらが発見
されたことは奇跡的なことか
も知れません。
　これまでの調査に関してご
協力いただきました地権者の
方々をはじめ、この地域を守っ
てきた地元の方々、また、関
係者一同に対して、厚くお礼
申しあげます。




